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３．町内会活動に際して                

その１ 届出・お問合せ窓口 

（１）町内会長・回覧の部数変更など 

会長・町内会役員の改選、町内会総会が行われた際には、行政との円滑な連絡体制を確保する

ため、役員名簿・総会資料などの提出をお願いします。 

班の改編などにより、回覧部数が変更になった場合には、随時電話等にてご連絡ください。ま

た、市役所の担当窓口のお問合せ、町内会活動についてのご相談も下記あてにご連絡ください。 

石狩市連合町内会連絡協議会事務局（市役所１階 広聴・市民生活課内） 

環境市民部広聴・市民生活課 

☎７２－３１４３  Fax７２－３１９９ 

厚田支所地域振興課 

☎７８－２０１２  Fax７８－２７１８ 

浜益支所市民福祉課 

☎７９－２１１２  Fax７９－２３５０ 

 

（２）自主防災組織の担当変更や防災訓練の計画など 

町内会役員の改選に伴い、自主防災組織の担当が変更となった場合には、届出をお願いします。

また、防災訓練を実施する場合は、事前計画書の提出をお願いします。下記あてにご連絡ください。 

総務部危機管理課 

☎７２－３１９０  Fax７５－２２７５ 

一般財団法人石狩市防災まちづくり協会 

 ☎７７－６２１７  Fax７６－６６７３ 

 

（３）地域ボランティア清掃 

① 春季・秋季クリーン作戦について 

    事前に各単位町内会宛にご案内文書を送付いたします。清掃実施日及び「ボランティア専

用袋」の必要枚数をご連絡ください。 

    ごみの特別回収は行いませんので、「燃やせるごみ」「燃えないごみ」「燃やせないごみ」に

分別のうえ収集日ごとに、皆さんのご家庭から排出をお願いします。 

② その他のボランティア清掃について 

    ボランティア清掃は随時申込みを受け付けておりますので、実施内容や「ボランティア専

用袋」の必要枚数を事前にご連絡ください。 

環境市民部ごみ・リサイクル課 

☎７２－３１２６  Fax７５－２２７５ 

厚田支所市民福祉課     

☎７８－２８８６  Fax７８－２７１８ 

浜益支所市民福祉課     

☎７９－２１１２  Fax７９－２３５０ 
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（４）市道の補修・除排雪 

  市道の補修・除排雪については下記あてにご連絡ください。 

建設部維持管理課 

☎７２－３１３８  Fax７５－２２７４ 

厚田支所地域振興課 

☎７８－２０１５  Fax７８－２７１８ 

浜益支所地域振興課 

☎７９－２１２０  Fax７９－３７０２ 

 

（５）道路照明灯・街路灯の補修 

① 道路照明灯の補修 

  市道に設置している照明灯のうち、主に幹線道路・準幹線道路・歩行者専用道路に設置し

ている『道路照明灯』について、不点灯や破損などの異常にお気づきの場合は下記あてにご

連絡ください。 

建設部維持管理課 

☎７２－６１２２  Fax７５－２２７４ 

厚田支所地域振興課 

☎７８－２０１５  Fax７８－２７１８ 

浜益支所地域振興課 

☎７９－２１２０  Fax７９－３７０２ 

 

② 街路灯の補修 

    細街路に設置され、町内会や街路灯組合で管理している街路灯については、町内会や街路

灯組合で補修しています。また、街路灯の電気料・修繕料等については補助制度があります

ので、詳細につきましては※街路灯組合拠出金（Ｐ１５参照）をご確認ください。 

環境市民部広聴・市民生活課 

☎７２－３１４３  Fax７２－３１９９ 

厚田支所市民福祉課 

☎７８－２８８６  Fax７８－２７１８ 

浜益支所市民福祉課 

☎７９－２１１２  Fax７９－２３５０ 

 

（６）空き地の除草を町内会がする場合 

私有地は、土地所有者が責任を持って管理することとなっていますが、遠隔地に居住している

ため管理が行き届かず、雑草が伸び放題となっている所もあります。 

市内には、そのような空き地の除草を事業として行っている町内会がいくつかあります。 

町内会で空き地の状況調査を行い、「土地所有者への除草協力依頼文」「納付書」などの書類を

送付し、申込みがあった土地の除草を町内会で行っていますが、書類送付の際に、土地所有者の

連絡先がわからないため、市が書類送付を代行しております。希望される町内会は下記あてにご
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連絡ください。 

なお、協力依頼ですので、最終的には土地所有者の同意・協力がなければ除草することはでき

ませんので、あらかじめご了承ください。 

環境市民部ごみ・リサイクル課 

☎７２－３１２６  Fax７５－２２７５ 

    

（７）空き地の立ち木などが危険な場合 

私有地の建物や立ち木などが危険な状態になっているが、所有者がわからなくて困っていると

いうご相談をいただいています。私有地の管理については、市が所有者へ指導する権限はありま

せん。しかし、①実際に危険な状態が発生しており、②危険にさらされている当事者、地域住民

を代表する方のご連絡先を掲載して、所有者の方に文書を送ることは可能ですので、下記までご

相談ください。（※所有者の氏名及び住所はお教えできません） 

環境市民部広聴・市民生活課  

☎７２－３１４３  Fax７２－３１９９ 

 

（８）道町連共済～町内会活動の共済 

道町連共済は、町内会・自治会活動中に事故にあわれたとき、見舞金を支給する『北海道町内

会連合会』の会員相互の助け合いの事業です。 

北海道町内会連合会の会員組織である、石狩市連合町内会連絡協議会に加盟している連合町内

会・単位町内会の会員の皆さんが加入できます。 

石狩市連合町内会連絡協議会事務局（市役所１階 広聴・市民生活課内） 

☎７２－３１４３  Fax７２－３１９９ 

   ※ 詳細は巻末の６．資料編（４）道町連共済～町内会活動の共済（Ｐ３８参照）でご確認

ください。 

 

（９）交通安全運動 

石狩市交通安全推進委員会では、市の交通安全運動の推進、高齢者やお子さんを対象とした交

通安全教室などを行っています。 

なお、各町内会で啓発のために使用している交通安全旗については、毎年、札幌北交通安全協

会石狩支部・地区分会や、連合町内会で作成し各町内会へ配付していますが、破損などによる不

足分を補填するために、随時販売を行っています。 

石狩市交通安全推進委員会（市役所１階 広聴・市民生活課内） 

☎７２－３１４３  Fax７２－３１９９ 
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（10）高齢者・要介護者などに関する相談 

地域包括支援センターは、地域の高齢者と、介護者として支えるそのご家族の総合相談窓口で

す。介護保険に関する相談に限らず、福祉、健康、医療など様々な生活課題に対応しています。

住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、成年後見制度の活用サポート、虐待や詐欺・悪徳商法

の被害防止の対応を通してその方が持つ様々な権利を守る役割も担っていますので、些細なこと

でも早めにご相談ください。 

また、認知症や介護予防について、地域で学習会のご要望がありましたら、センター職員を派

遣しますので、お気軽にお申し出ください。 

○相談日時 月曜日～金曜日（祝祭日及び年末年始を除く） ９時～１７時 

石狩市南地域包括支援センター（花川病院向い花ぴりか内） 

☎７３－２２２１  Fax７２－８０３１ 

花川南２条１丁目、花川南３条１丁

目～２丁目、花川南４条１丁目～３

丁目、花川南５条～１０条、樽川 

石狩市花川中央地域包括支援センター 

（ココロホーム石狩病院前内） 

☎７７－６３７１  Fax７７－６３７２ 

花川、花川北１条～３条、花川南１

条、花川南２条２丁目～６丁目、花

川南３条３丁目～５丁目、花川南４

条４丁目～６丁目、あさひ町内会に

属する花川東、花川南第４町内会に

属する花畔 

石狩市北地域包括支援センター（りんくる１階） 

☎７５－６１００  Fax７５－６１６１ 

花川北４条～７条、花川東（あさひ

町内会に属する花川東を除く）、花畔

（花川南第４町内会に属する花畔を

除く）、緑苑台、中生振、北生振、本

町・親船地区、新港、八幡、高岡、

五の沢、緑ケ原、志美 

石狩市厚田地域包括支援センター（厚田保健センター内） 

☎７８－１０３０  Fax７８－１０３４ 
厚田全域 

石狩市浜益地域包括支援センター（市役所浜益支所内） 

☎７９－５１１１  Fax７９－２３５０ 
浜益全域 

 

（11）こどもに関する相談 

市では、専門相談員を配置し、こどもに関する総合的な相談窓口として「こども家庭センター」

を設置しています。家庭内でのこどもの養育、しつけ、虐待のほか、学校生活（いじめ・人間関

係）、非行など児童に関する様々な悩みについての相談に応じます。 

  ○ご利用方法 電話、面接（プライバシーに配慮した専用の相談室があります）により相談に

応じます。 

  ○相談日時 月曜日～金曜日（祝祭日及び年末年始を除く） ９時～１７時 

子育て推進部こども家庭センター（市役所２階） 

☎７２－３１９５  Fax７２－３０７１  
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（12）障がいのある方に関する相談 

○ 指定相談支援事業所 

石狩市にお住まいの障がいのある方やそのご家族の方で、日常生活に困ったこと・不安なこと

がある方はお気軽にご相談ください。福祉サービスの利用手続きや専門機関の紹介など、専門の

相談員がサポートします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

○ 障がい者就業・生活支援センター 

障がいのある方を対象として就労面を中心に社会生活上の相談・助言を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 石狩障がい者就業・生活支援センター「のいける」  

〒061-3201 石狩市花川南１条４丁目２２５番地 カナオカビル３階 

☎７６－６７６７  Fax７６－６７８１  E-mail noikeru@harunire.or.jp 

○相談日時 月曜日～金曜日（祝祭日及び年末年始を除く） 

９時～１７時 

 

 

◎ 石狩市相談支援センター「ぷろっぷ」 

〒061-3216 石狩市花川北６条１丁目４１番地１ 石狩市総合保健福祉センターりんくる１階 

☎７２－６１３７  Fax７２－６１３８  E-mail prop@harunire.or.jp 

○相談日時 月曜日～金曜日（祝祭日及び年末年始を除く）  

８時４５分～１７時１５分 

◎「相談室ヨルド」 

〒061-3204 石狩市花川南４条５丁目２１番地 

☎/ Fax ７４－９３９９          E-mail jord@tanpoponohara.jp 

○相談日時 月曜日～金曜日（祝祭日及び年末年始を除く）  

１０時～１９時 

◎「相談室りんく」（身体・知的障がい児を対象としています） 

 〒061-3201 石狩市花川南１条１丁目１６番地 

   ☎７７－５７２３  Fax７３－８４００  E-mail info@treefield.org 

○相談日時 月曜日～金曜日（祝祭日及び年末年始を除く）  

８時３０分～１７時３０分 

◎「ケアプランセンター グルーヴ」（身体障がい者を対象としています） 

 〒061-3203 石狩市花川南３条３丁目２２番地 松友ビル１階 

   ☎６７－１０８６  Fax７２－８５５５  E-mail info@groove-i.com 

○相談日時 月曜日～金曜日（祝祭日及び年末年始を除く）  

８時～１７時 

mailto:noikeru@harunire.or.jp
mailto:prop@harunire.or.jp
mailto:jord@tanpoponohara.jp
mailto:info@treefield.org
mailto:info@groove-i.com
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その２ 各種助成制度 

（１）地区町内会振興事業助成金 

連合町内会又は複数の町内会などが継続して実施する、地域の交流振興に寄与する事業の事業

費に助成します。 

項  目 内        容 

補助等の対象者 
連合町内会又は合同で事業を実施する複数の町内会 

石狩市連合町内会連絡協議会加盟の単位町内会 

補助等の対象 
地域の交流・振興に寄与する事業で、原則として長年継続して実施してい

る事業又は今後継続して実施すると認められる事業 

補助金額等の基準 事業費の２５％以内 

その他特記事項 

(1) 初めて申請を行う連合町内会などが優先となります 

(2) 助成を受けた連合町内会などが、その年度、再度他の事業で助成申請

をすることはできません 

問合せ先 石狩市連合町内会連絡協議会（広聴・市民生活課内） ☎７２－３１４３ 

 

（２）地区社会福祉協議会運営助成事業 

地域で様々な福祉活動を実施するため、連合町内会、複数町内会、単位町内会によって構成さ

れた、地区社会福祉協議会の運営費に助成します。 

項  目 内        容 

補助等の対象者 

地区社会福祉協議会（連合町内会、複数町内会、単位町内会単位に、町内会

関係者、民生委員児童委員、高齢者クラブ、ボランティアなどによって構成

されています） 

補助等の対象 地区社会福祉協議会の管理運営費（事務費、会議費） 

補助金額等の基準 

(1) ２３円×世帯数（１，０００円未満切上) 

(2) 安否確認加算（定期的な安否確認等をしている場合） 

上記(1)と(2)を足した金額を助成 

その他特記事項 
地区社会福祉協議会は、概ね５００世帯以上を単位として構成されています 

（３）「地域福祉活動助成事業」と合算して助成します 

問合せ先 社会福祉協議会地域福祉課 ☎７２－８１８４ 

 

（３）地域福祉活動助成事業 

地区社会福祉協議会が、地域で実施する福祉活動の事業費を助成します。 

項  目 内        容 

補助等の対象者 地区社会福祉協議会、町内会 

補助等の対象 
小地域福祉活動、在宅福祉活動（メニュー事業）を２件以上実施する場合

に、その事業費に助成します 

補助金額等の基準 

事業総額の３分の２以内 

地区社会福祉協議会は、５０，０００円、町内会福祉部は、２０，０００

円を限度額として助成 

その他特記事項 
町内会が助成を受ける場合には、原則として福祉部などが設置されている

ことが必要です 

問合せ先 社会福祉協議会地域福祉課 ☎７２－８１８４ 
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（４）敬老会事業交付金 

町内会などが実施する敬老会事業に要する経費に対し、交付金を交付します。 

項  目 内        容 

補助等の対象者 連合町内会及び単位町内会など 

補助等の対象 町内会などが実施する敬老会の開催に要する経費 

補助金額等の基準 

人数割額と団体割額の合計額（敬老会にかかった経費が上限） 

(1) 人数割：敬老会に出席する７５歳以上の高齢者１人につき１，５００円 

（その年度に年齢が７５歳に達する者を含む） 

(2) 団体割：地域に住む７５歳以上の高齢者数に応じて定められた額 

※令和９年度に基準見直し予定 

その他特記事項 交付金を受けようとする団体は、あらかじめ対象者名簿の提出が必要です 

問合せ先 福祉部高齢者支援課 ☎７２－７０１４ 

 

（５）ふれあい雪かき運動交付金 

町内会など地域ぐるみで協力し合いながら、高齢者などの住宅の除雪を行う場合に、交付金を

交付します。 

項  目 内        容 

補助等の対象者 町内会又はふれあい雪かき運動の実施が可能と認められた団体 

補助等の対象 組織の維持費及び活動費 

補助金額等の基準 
(1) 組織維持費：２０，０００円／１シーズン 

(2) 活動費：５，０００円／１シーズン１世帯あたり 

その他特記事項 
交付金を受けようとする団体は、あらかじめ申請が必要です 

運動支援として、小型除雪機を貸し出します（台数限定） 

問合せ先 福祉部高齢者支援課 ☎７２－７０１４ 

 

（６）街路灯組合拠出金 

  夜間における交通の安全及び犯罪の防止を図るため、街路灯を設置し維持する団体へ拠出金を

交付します。 

項  目 内        容 

補助等の対象者 街路灯組合又は市長が認定した町内会、組織等 

補助等の対象 街路灯の電気料及び設置・修繕・撤去に要する費用の一部 

補助金額等の基準 

(1) 設置費の５０パーセント以内 

※ＬＥＤ等については１灯につき、３０，０００円を限度とする 

※専用柱を設置する場合については１か所につき、６０，０００円を限度とする 

(2) 撤去費の５０パーセント以内 

(3) 電気料及び修繕料の５０パーセント以内 

その他特記事項 

補助金の申請は、毎年１月末日、５月末日及び９月末日までに申請書を市

長に提出します 

・１月末日提出分：前年の９月１日から１２月３１日の維持費 

・５月末日提出分：当年の１月１日から４月３０日の維持費 

・９月末日提出分：当年の５月１日から８月３１日の維持費 

問合せ先 環境市民部広聴・市民生活課 ☎７２－３１４３ 
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（７）集団資源回収奨励金 

町内会・ＰＴＡなど集団資源回収実施団体が行う、集団資源回収に対し奨励金を交付します。 

項  目 内        容 

補助等の対象者 町内会、自治会、婦人会、高齢者クラブ、ＰＴＡその他の住民団体 

補助等の対象 
(1) 新聞・雑誌・ダンボール 

(2) 金属類（スチール缶、アルミ缶を除く） 

補助金額等の基準 対象品目の総重量に対し１ｋｇ当たり３円 

その他特記事項 奨励金の交付を受けようとする団体は、あらかじめ登録申請が必要です 

問合せ先 環境市民部ごみ・リサイクル課 ☎７２－３１２６ 

 

（８）防災資機材の助成及び防災資機材保管庫の貸与 

自主防災組織が災害時に速やかな消火・避難誘導・救出・救護等の活動をするため、防災資機

材の助成及び防災資機材保管庫を貸与します。 

項  目 内        容 

補助等の対象者 自主防災組織（町内会・自治会） 

補助等の対象 防災資機材の助成及び防災資機材保管庫の貸与 

補助金額等の基準 

防災資機材の助成基準は次のとおり 

(1) 加入世帯数５００未満は１組 

(2) 加入世帯数５００以上～１，０００未満は２組以内 

(3) 加入世帯数１，０００以上は３組以内 

その他特記事項 

防災資機材保管庫の貸与は、防災資機材を助成している自主防災組織（町

内会・自治会）で保管場所の確保が困難な組織です。また、災害時に防災

資機材を使用できるよう、定期的な点検をお願いします 

問合せ先 
総務部危機管理課 ☎７２－３１９０ 

一般財団法人石狩市防災まちづくり協会 ☎７７－６２１７ 

 

（９）自治会連絡活動交付金 

地域活動の推進、あわせて行政諸用務を市と協働で推進するため地域自治会・町内会に交付金

を交付します。 

項  目 内        容 

補助等の対象者 厚田地域・浜益地域の町内会 

補助等の対象 
町内会が行う、地域活動の推進、行政諸用務の連絡活動（市広報配布、行

政連絡文書各戸配布）に対して交付します 

補助金額等の基準 町内会の戸数を基に、毎年度予算の範囲で決定します 

その他特記事項 
平成１９年度より、個人が担っていた厚田地域・浜益地域の駐在員・連絡

員を、町内会が担うこととし、交付金として改正しました 

問合せ先 
厚田支所地域振興課 ☎７８－２０１２ 

浜益支所市民福祉課 ☎７９－２１１２ 
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（10）道路愛護事業交付金 

道路愛護組合が実施する道路沿道清掃事業に対し、その経費の一部を交付します。 

項  目 内        容 

補助等の対象者 市が認定した道路愛護組合（町内会など） 

補助等の対象 
道路愛護組合が市道の路肩から両側２メートルの範囲において、草刈など

の撤去事業を行う場合に交付します 

補助金額等の基準 

事業を実施する面積１平方メートルあたり５円を乗じた金額 

・面積については、市道の路肩から両側２メートルの範囲に限ります 

・年間の限度額は２００，０００円とし、５８，０００円を下回る場合は

５８，０００円とします 

問合せ先 建設部維持管理課 ☎７２－６１２２ 

 

（11）河川愛護事業交付金 

河川愛護組合が実施する普通河川敷地清掃事業に対し、その経費の一部を交付します。 

項  目 内        容 

補助等の対象者 市が認定した河川愛護組合（町内会など） 

補助等の対象 
河川愛護組合が河道から両側２メートルの範囲において、草刈などの撤去

事業を行う場合に交付します 

補助金額等の基準 

事業を実施する面積１平方メートルあたり５円を乗じた金額 

・面積については、河道から両側２メートルの範囲に限ります 

・年間の限度額は２００，０００円とし、５８，０００円を下回る場合は

５８，０００円とします 

問合せ先 建設部維持管理課 ☎７２－６１２２ 
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その３ 協働事業など 

（１）公園管理業務・・・担当：建設部都市整備課 

地域の皆さんに日ごろから利用いただいている街区公園（面積が 2,500 ㎡程度まで）は、町内

会の活動等と関わりが深いことから、町内会や地域団体の皆さんに管理していただくことで、よ

りよい環境を保つことができます。 

項  目 内        容 

事業の対象者 町内会、高齢者クラブなどの団体 

事業の内容 街区公園の維持管理で、草刈・清掃・点検などの軽微な維持管理 

事業費等の基準 草刈面積、施設の内容（遊具の種類・トイレ） 

特記事項 地域の事業実施団体と公園の指定管理者において委託契約を締結します 

問合せ先 公園指定管理者 石狩総合管理協同組合 ☎７６－２２３３ 

 

（２）集会所運営事業・・・担当：環境市民部広聴・市民生活課 

  地域住民の活動拠点である集会所について、会館運営委員会を指定管理者として、地域住民自

らが運営することにより、地域自治活動の推進を図るものです。 

項  目 内        容 

事業の対象者 各集会所エリアの住民によって構成される会館運営委員会 

事業の内容 
会館運営委員会が、利用者から徴収する集会所利用料金と市が支払う管理

運営費(指定管理料)により、集会所の管理運営を行います 

事業費等の基準 
管理運営費(指定管理料)として、光熱水費、管理人費、清掃費、除雪費、

電話料金などをもとに算出します 

問合せ先 

環境市民部広聴・市民生活課  ☎７２－３１４３ 

厚田支所市民福祉課      ☎７８－２８８６ 

浜益支所市民福祉課      ☎７９－２１１２ 

 

（３）ふれあい研修センター管理運営事業・・・担当：社会教育部社会教育課 

  地域住民の活動拠点でもあるふれあい研修センターを、運営委員会などを指定管理者として、

地域住民が運営することにより、地域自治活動の推進を図るものです。 

項  目 内        容 

事業の対象者 センター運営委員会（２か所）、連合町内会（１か所）、町内会（１か所） 

事業の内容 ふれあい研修センターの管理運営（４か所） 

事業費等の基準 
人件費（管理人、清掃、除雪）、光熱水費、維持管理費、防火関係費、通信

費、その他 

特記事項 予算の範囲 

問合せ先 社会教育部社会教育課 ☎７２－３１７３ 
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（４）町内会による歩道等除雪・・・担当：建設部維持管理課 

積雪期間の通行が困難な歩道等の除雪を町内会が行い、市が経費の一部を助成し、市民との協

働により、冬期間における歩行空間の確保及び準幹線道路における通学児童の安全確保を図るも

のです。 

項  目 内        容 

事業の対象者 町内会 

事業の内容 歩行者専用道路、準幹線道路の歩道除雪 

事業費等の基準 
指定された町内会に団体活動費として、２０，０００円（１シーズン） 

認定された歩道等の除雪費として、２５０円／メートル 

問合せ先 建設部維持管理課 ☎７２－３１３８ 

 

（５）日本赤十字社社資募集・・・担当：社会福祉協議会 

日本赤十字社の活動資金（社資）の募集を、町内会に依頼するものです。 

項  目 内        容 

事業の対象者 町内会、事業所等 

事業の内容 日本赤十字社の活動資金（社資）を、各町内会に依頼し募集します 

事業費等の基準 特になし 

特記事項 
救急法講習、水上安全法講習、健康生活支援講習などの各種講習会も実施

しています 

問合せ先 日本赤十字社北海道支部石狩市地区事務局 

社会福祉協議会総務課内 ☎７２－８１８１ 

 

（６）共同募金・・・担当：社会福祉協議会 

赤い羽根共同募金、歳末たすけあい募金の募集を、各単位町内会に依頼するものです。 

項  目 内        容 

事業の対象者 町内会、各事業所、学校、職場、その他 

事業の内容 
１０月から始まる赤い羽根共同募金、１２月から始まる歳末たすけあい、各

募金について、各町内会に協力を依頼し募集します 

事業費等の基準 特になし 

特記事項 

赤い羽根共同募金は道内における次年度に必要とされる民間地域福祉事業の

財源を集める計画募金です 

歳末たすけあい運動は、市民が温かい気持ちで新しい年を迎えることができ

ることを目的とした運動です 

問合せ先 石狩市共同募金委員会事務局 

社会福祉協議会総務課内 ☎７２－８１８１ 
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その４ 市政・市民活動に関する窓口～相談窓口 

（１）市政に関する一般相談、要望 

   市の通常の行政サービスに関するご相談は、各担当窓口でお伺いし対応しています。しかし、

地域の皆さんからのご要望の中には、担当窓口では対応しきれないもの、担当窓口が複数にま

たがるもの、市だけでは対応できないもの、予算措置や政策決定が必要なものなどがあります。 

   このようなご意見やご相談、地域から要望書を市に提出されるときには下記あてにお問合せ

ください。 

環境市民部広聴・市民生活課 

☎７２－３１９１  Fax７２－３１９９   

 

（２）自治懇話会 

それぞれの地域に根ざしたまちづくりの課題等について、市長と担当部局が直接お聴きし、

語り合う場です。ご提案・ご意見・ご要望をまちづくりに活かします。 

各連合町内会単位による開催となりますので、各連町より開催の要望をいただいて調整しま

す。 

環境市民部広聴・市民生活課 

☎７２－３１９１  Fax７２－３１９９   

 

（３）市長室開放 

   より良いまちづくりのため市長が市民の皆さんと気軽に語り合う場として、毎月１回「市長

室開放」を行っています。希望される方は、２営業日前の１７時１５分までに電話等でお申込

みください。（日程は毎月の広報でお知らせします。） 

環境市民部広聴・市民生活課 

☎７２－３１９１  Fax７２－３１９９   

 

（４）まちづくり出前講座 

   まちづくりに関することや、市役所のこと、いろいろな制度の内容など、様々なテーマにつ

いて講師となる市役所の職員などを派遣し、皆さんの学習をお手伝いします。 

【お申込みについて】 

 ・１０名以上の受講者が必要です。 

・約７０メニューの中から、開催したい講座と日時を決めていただきます。 

・会場を手配していただきます。 

・開催希望日の３週間前までに申込書を提出していただきます。メニュー表、申込書は下記

にお問合せください。 

なお、講座を開催できる時間は、１０時から２１時までの間です。土日祝日も開催します

が、年末年始の休業中はお休みさせていただきます。 

社会教育部社会教育課 

☎７２－３１７３   
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（５）石狩市市民活動情報センター「ぽぽらーと」・・・担当：環境市民部広聴・市民生活課 

市民活動をサポートし、協働のまちづくりを推進するための施設です。印刷機器やミーティン

グコーナー、助成金やイベントなどの情報を提供したり、市民活動に関する様々なご相談をお受

けしています。すでに活動している団体やこれから活動を始めようとしている皆さんを応援しま

す。 

項  目 内        容 

事業の内容 

市民活動に関する情報提供や相談業務、印刷機器・コピー機・パソコン等

の設置（有料）、プロジェクター・スクリーン等の備品貸出（有料）、市民

図書館予約本取り次ぎ業務など 

利用案内 

○開館時間 １０時～１７時 

○休 館 日 日曜日、祝日、第２・４月曜日及び年末年始 

○ホームページ：https://popolart.sakura.ne.jp/ 

場所・問合せ 

石狩市花川北３条２丁目（花川北コミュニティセンター内） 

石狩市市民活動情報センター ぽぽらーと 

 ☎７７－７０７０  Fax７７－７０７１ 

 

（６）各種相談窓口 

相談内容（相談員） 相談日時 場所 問合せ 

住民よろず相談 

（民生委員） 

毎週火曜日 

１３時から１６時まで 

（受付１５時まで） 

りんくる 1階 

相談室２ 

社会福祉協議会 

☎７２－８２２０ 

毎月第３木曜日 

１３時から１６時まで 

（受付１５時まで） 

厚田保健センター 

浜益支所 

人権相談 

（人権擁護委員） 

毎月第３火曜日 

１３時３０分から１６時まで 

（受付１５時３０分まで） 

市役所会議室 
※広報いしかりやホ
ームページなどでご
確認ください 

環境市民部広聴・市民生活課 

☎７２－３１９１ 

家庭生活相談 

（男性も相談可） 

女性相談 

(北海道家庭生活ｶｳﾝｾﾗ

ｸーﾗﾌ゙ 石狩地区会員) 

毎月第１・２・３・５火曜日 

１０時から１５時まで 

毎月第４火曜日 

１３時から１５時まで 

石狩市役所１階 

相談室 

環境市民部広聴・市民生活課 

☎７２－３２２７ 

（相談専用） 

行政相談 

（行政相談委員） 

毎月第３木曜日 

１３時３０分から１６時まで 

石狩市役所１階 

相談室 

環境市民部広聴・市民生活課 

☎７２－３１９１ 

消費生活相談 

(消費生活相談員) 
毎週月曜日～金曜日 

１０時から１６時まで 

石狩市役所１階 

消費生活センタ

ー 

消費生活センター 

☎７５－２２８２ 

（相談専用） 

特別支援教育の相

談 

毎週月曜日～金曜日 

８時４５分から１７時１５分

まで 

石狩市役所４階 学校教育部教育支援課 

☎７６－８０００ 

 

いじめ・不登校等

の相談 

 

 

毎週月曜日～金曜日 

８時４５分から１７時１５分

まで 
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相談内容（相談員） 相談日時 場所 問合せ 

ひきこもりや不登

校などに関する相

談 

毎週月曜日～金曜日 

１０時から１９時まで 

相談室まるしぇ 

（花川北３－３） 

相談室まるしぇ 

☎７７－５７６３ 

こころの健康相談 

（精神科医師） 

予約制 

江別保健所 月１回 

石狩支所  ２か月に１回 

江別保健所又は

石狩支所 

江別保健所健康推進課 

☎０１１－３８３－２１１１ 

健康相談 

（保健師・栄養士） 

毎週月曜日～金曜日 

８時４５分から１７時１５分

まで 

りんくる 健康推進部健康推進課 

☎７２－３１２４ 

乳幼児健康相談 

（保健師・栄養

士・母子保健コー

ディネーター） 

月１回 

１０時～１１時まで 

りんくる 

検診室 

子育て推進部 

こども家庭センター 

母子保健担当 

☎７２－３１１６ 

弁護士無料法律相

談 

 

毎月第１・３水曜日 

１３時３０分から１５時３０分

まで ※要予約、各４組（申込順） 

石狩市役所１階 

相談室 

環境市民部広聴・市民生活課 

☎７２－３１９１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


